
令和５年度 第 2 回 内子町教育改革懇談会の協議結果（概要） 

開催日時 令和５年 9 月 20 日（水） 19：00～20：30 

出席者 委員：15 名 事務局：４名 

協議事項 (1)内子町教育改革懇談会への諮問について 

(2)教育関連施設の現状について 

(3)教育環境について 

(4)その他 

協議内容 (1)内子町教育改革懇談会への諮問について 

→【事務局から】 

・学校統廃合・施設整備・学校給食に関すること３項目を諮問事項として提示。今後の

進め方は、協議だけではなく現状視察・給食の実食・先進地の視察研修・パブリックコ

メント等も行い、意見を取りまとめ教育委員会に答申を提出してもらうことを説明。 

 

(2)教育関連施設の現状について 

→【事務局から】 

・内子町教育大綱及び令和５年度内子町学校教育の方針と施策について触れた後、教育

関連施設の建築年や老朽改修・耐震化状況等を資料に沿って説明。 

＜質疑応答１＞ 

→【委員】 

・学校の耐震工事がされているが、学校以外の使い道についても考えていると思うが、

どうか。 

→【事務局から】 

・校舎の改築をした際、地域の拠点となるために玄関にスロープを配置。利用しやすく

なるよう可能な限り配慮している。 

＜質疑応答２＞ 

→【委員】 

・プールは校舎や体育館とは異なり季節的なもの。プールはどのくらいの時間確保しな

ければならないのか現状を知りたい。 

→【事務局】 

・使用する時期は２～３ヶ月間。小学校は水泳大会があり、練習に使う時間(放課後)を

含め長期にわたると思う。  

→【委員】 

・早い学校は５月の終わりから水泳大会の練習を行う。水泳の授業は６月の２週目から

１学期終了まで(各学年週３時間程度)。また、夏休みも開放しているため、お盆くらい

までのイメージ。 

＜質疑応答３＞ 

→【委員】 

・遠距離通学補助の現状を知りたい。 

→【事務局から】 

・遠距離通学の距離は、小学校３km・中学校４km が基本。対象の児童生徒は、路線バ

スが走っている場合は路線バスを、走っていない場合はスクールバスを利用。対応でき



ない所は一部タクシーを利用。バス等の利用をしない場合(徒歩・自転車通学・保護者送

迎)は、年間２万円の補助を出している。 

＜質疑応答４＞ 

→【委員】 

・使用頻度の少ない教室の空調設備は必要ないのでは。その代わりに給食室に空調設備

を付けるか、トイレの改修を優先すべき。 

→【事務局から】 

・空調設備は、学校の要望を基に整備している。トイレは、来年度の予算の関係もある

が、教育委員会としては、優先事項として対応していきたいと考えている。 

 

(3)教育環境について 

→【事務局から】 

・教育環境の概要、学びの質の向上と授業改善の取組、ふるさと教育の推進、安心・安

全な教育環境の確立、部活動地域移行、その他特色ある取組について、資料に沿って説

明。 

＜質疑応答１＞ 

→【委員】 

・こばと保育園と五十崎幼稚園が五十崎こども園になっているが、これまでの教育改革

懇談会で幼稚園と保育園の統合について、協議されたことはあるのか。 

→【事務局から】 

・認定こども園の所管は、こども支援課。当懇談会だけで協議するには無理があると考

える。 

＜質疑応答２＞ 

→【委員】 

・学校行事(音楽発表会等)について、学校の規模により練習時間に差がある。開催時期

が重なっている行事もあるため、時期的なものを考慮して欲しい。 

→【事務局から】 

・学校と協議しながら子どもの負担が少なくなるよう考えている。 

＜意見交換＞ 

→【委員】 

・学校統廃合を進める上で、地元・自治会・学校等への説明を行う順番が気がかり。 

・大規模校と小規模校の地域の意見が噛み合うことは難しい。子どもたちにとって統廃

合した方がよいか考え、答申を行うしかないと思う。 

 

(4)その他 

→【事務局から】 

・次回は委員の方々それぞれの考えを述べ、論点を絞り協議を深めていくことを提案。 

→【委員】 

・異議なし。 

 


